
◆許可申請手続きの流れ 

「都市計画法第53条第1項」の規定による許可申請の手続きの流れは次のとおりです。
　申請に当たっては事前に帯広市 都市政策課にご相談ください。

区域内  区域外 区域外  区域内

建築物の建築位置は、都市計画施設または
市街地開発事業の区域内に入るか？

建築物の建築位置は、都市計画施設または
市街地開発事業の認可等区域内に入るか？

許可不要

建築物の建築

　　　　　　建築基準法に基づく建築確認通知を受けなければ工事に着手できません。
　　　　　　また、都市計画施設の整備時には移設または除却の対象となります

53条の許可申請

内 容 審 査

建築行為許可

都市計画法第53条第1項の
規定による許可が必要

許可不要
原則不許可

事業中（事業認可後）の都市計画区域内
では、都市計画事業の施行の障害となる
おそれがあることから、建築行為や移動
の容易でない物件の設置等は、原則許可
されません。
だだし、特別の事情がある場合には「都
市計画法第65条」に基づく許可申請を
していただきます。

建築物は「都市計画法第54条」に規定する以下の要件を満たしているか？

〇次の要件に該当し、容易に移転・除却することができると認められるもの
　・階数が2以下で、かつ地下を有しないもの
　・主要な構造(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が木造、鉄骨造、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造等これらに
　　類する構造であるもの

　　建築予定地に接する都市計画施設または
　　市街地開発事業の施行状況は？

未整備 施工中 整備済

都市計画決定されているが
未整備となっている

都市計画事業の認可等がされている 都市計画事業が完了している

－ 都市計画法 第53条第1項 －

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事等の許可を受けなければならない。(本市においては、北海道からの権限委譲により帯広市に許可申請が必要となります)

－ 都市計画法 第65条第1項 －

第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があった

後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他

工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けな

ければならない。(本市においては、北海道からの権限委譲により帯広市に許可申請が必要となります)


